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(57)【要約】
【課題】　充分な密度、強度を有し、かつ、高温で使用
された場合にも充分な強度を有する断熱材を提供するこ
と。
【解決手段】　無機繊維を水中に投入して前記無機繊維
が水中に分散したスラリーとした後、前記スラリーに、
無機粒子、シリカゾルの順序で添加、又は、シリカゾル
、無機粒子の順序で添加した後、アルミナゾル、カチオ
ン性凝集剤、アニオン性凝集剤の順序で添加し、その後
、得られた凝集体を型に投入し、脱水成形することを特
徴とする断熱材の製造方法。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
無機繊維を水中に投入して前記無機繊維が水中に分散したスラリーとした後、前記スラリ
ーに、無機粒子、シリカゾルの順序で添加、又は、シリカゾル、無機粒子の順序で添加し
た後、アルミナゾル、カチオン性凝集剤、アニオン性凝集剤の順序で添加し、その後、得
られた凝集体を型に投入し、脱水成形することを特徴とする断熱材の製造方法。
【請求項２】
前記無機繊維は、生体溶解性ファイバ、ロックウール、アルミナファイバ、シリカ－アル
ミナファイバ、又は、シリカアルミナジルコニアファイバである請求項１に記載の断熱材
の製造方法。
【請求項３】
前記無機繊維は、生体溶解性ファイバ又はロックウールである請求項２に記載の断熱材の
製造方法。
【請求項４】
前記生体溶解性ファイバは、アルカリ金属化合物又はアルカリ土類金属化合物を含む請求
項２に記載の断熱材の製造方法。
【請求項５】
前記無機粒子は、ベントナイト、酸化チタン、シリカ粉末及びアルミナ粉末からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種である請求項１～４のいずれかに記載の断熱材の製造方法。
【請求項６】
前記無機繊維１００重量部に対するベントナイトの添加量は、２～４０重量部である請求
項５に記載の断熱材の製造方法。
【請求項７】
前記無機繊維１００重量部に対する酸化チタンの添加量は、１０～７０重量部である請求
項５に記載の断熱材の製造方法。
【請求項８】
前記無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したシリカゾルの添加量は、０．５～２
０重量部である請求項１～７のいずれかに記載の断熱材の製造方法。
【請求項９】
前記無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したアルミナゾルの添加量は、０．１～
２０重量部である請求項１～８のいずれかに記載の断熱材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、断熱材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、抄造法を用いたシリカアルミナファイバ又はアルミナファイバ等の無機ファイ
バを主成分とする断熱材が製造されている。
特許文献１に示すような従来の断熱材の従来の製造方法では、無機繊維を水中に投入し、
攪拌、開繊した後、無機繊維を含む水にバインダーとなるシリカゾル等を添加するととも
に、無機粒子を加え、最後に凝集剤を添加することにより、水中の無機繊維、無機粒子及
びシリカゾル等を凝集させ、その後、濾過、脱水することにより、断熱材を得ていた。
【０００３】
しかしながら、最近、欧州では、欧州ＳＶＨＣ規制によりシリカアルミナファイバ等の無
機繊維を用いた断熱材等の使用が規制される方向にあり、これらの無機繊維を用いない断
熱材の開発が待たれている。
【０００４】
欧州における規制の範囲外にある無機繊維として、いわゆる生体溶解性ファイバが注目さ
れている。生体溶解性ファイバーは、生理食塩水に対して溶解する性質を有するために、
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体内に取り込まれたとしても溶解し、体外に排出されることになるため、人体に対する安
全性に優れているとされているからである。
【０００５】
また、欧州における規制の範囲外にある繊維として、上記生体溶解性ファイバのほかに、
ロックウールが挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－９０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、生体溶解性ファイバ及びロックウールは、シリカアルミナファイバ等と表
面状態が異なる。そのため、生体溶解性ファイバ及びロックウールを用いた断熱材を製造
する際、上記した特許文献１の従来の断熱材の製造方法を用いると、無機粒子、シリカゾ
ル等が良好に凝集せず、濾過、脱水等をうまく行うことができないことが判った。その結
果、特許文献１の従来の断熱材の製造方法では、充分に密度が高く、かつ、高い強度を有
する断熱材を得るのが難しいという問題がある。
【０００８】
本発明は、このような問題を解決するためにされたものであり、充分な密度、強度を有し
、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を有する断熱材を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
すなわち、請求項１に記載の断熱材の製造方法は、無機繊維を水中に投入して上記無機繊
維が水中に分散したスラリーとした後、上記スラリーに、無機粒子、シリカゾルの順序で
添加、又は、シリカゾル、無機粒子の順序で添加した後、アルミナゾル、カチオン性凝集
剤、アニオン性凝集剤の順序で添加し、その後、得られた凝集体を型に投入し、脱水成形
することを特徴とする。
【００１０】
請求項１に記載の断熱材の製造方法では、最初に無機繊維を水中に投入する。このとき、
シリカを含む無機繊維は、水中で開繊した状態となっている。シリカの一部は、ＳｉＯＨ
の状態で存在するが、このＳｉＯＨは、水中でＳｉＯ－となるため、無機繊維は、水中で
マイナスに帯電すると考えられる。この無機繊維を含むスラリーに、無機粒子、シリカゾ
ル、アルミナゾルの順序で添加する。これらのなかで、ベントナイト、シリカ粉末等から
なる無機粒子、シリカゾル中の微粒子は、これらの化合物中のＳｉＯ－に起因してマイナ
スに帯電し易く、無機粒子である酸化チタンも化合物中のＴｉＯ－に起因してマイナスに
帯電しやすく、アルミナゾル中の粒子はカチオンとなるように調製されている。そのため
、水中に漂う無機粒子及びシリカゾル中の微粒子とアルミナゾル中の微粒子とが互いに近
づいて集団となり、ほぼ電荷を失う。この後、カチオン性凝集剤を添加すると、カチオン
凝集剤は、マイナスに帯電している無機繊維に絡みつく。しかし、無機粒子及びシリカゾ
ル中の微粒子とアルミナゾル中の微粒子とからなる集団は、ほぼ電荷を失っているので、
カチオン性凝集剤とともに無機繊維に付着し易く、無機繊維、無機粒子、シリカゾル中の
微粒子、アルミナゾル中の微粒子及びカチオン性凝集剤を含むフロックが形成される。続
いて、アニオン性凝集剤を添加することにより、上記した無機繊維、無機粒子、シリカゾ
ル中の微粒子、アルミナゾル中の微粒子及びカチオン性凝集剤を含むフロック同士が繋が
り、大きな凝集体となる。従って、この凝集体の脱水成形を行うことにより、充分な密度
、強度を有し、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を有する断熱材を製造するこ
とができる。なお、水中に分散した無機繊維にほぼ帯電が無い場合、カチオン性凝集剤及
びアニオン性凝集剤の添加により、これらの凝集剤に付着する状態で凝集し、同様に大き
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な凝集体となる。また、無機繊維を含む凝集体が充分に凝集しているので、短時間で脱水
成形を行うことができ、効率的に断熱材を製造することができる。
【００１１】
請求項２に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維は、生体溶解性ファイバ、ロックウー
ル、アルミナファイバ、又は、シリカ－アルミナファイバ、又は、シリカアルミナジルコ
ニアファイバである。
また、請求項３に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維は、生体溶解性ファイバ又はロ
ックウールである。
本発明においては、従来において用いられていない生体溶解性ファイバやロックウールで
あっても、本発明の方法を用いることにより充分に凝集したフロックを形成することがで
きるので、充分な密度、強度を有し、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を有す
る断熱材を製造することができる。
また、従来から用いられているアルミナファイバ、シリカ－アルミナファイバを用いた場
合でも、本発明の方法を用いることにより充分に凝集したフロックを形成することができ
るので、同様に充分な密度、強度を有し、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を
有する断熱材を製造することができる。
【００１２】
請求項４に記載の断熱材の製造方法では、生体溶解性ファイバは、アルカリ金属化合物又
はアルカリ土類金属化合物を含む。
断熱材中の生体溶解性ファイバは、生理食塩水に対して溶解する性質を有し、人間の体内
に取り込まれたとしても溶解し、体外に排出されることになる。そのため、生体溶解性フ
ァイバを用いた断熱材は、人体に対する安全性に優れるという優れた特徴を有している。
【００１３】
請求項５に記載の断熱材の製造方法では、無機粒子は、ベントナイト、酸化チタン、シリ
カ粉末及びアルミナ粉末からなる群から選ばれる少なくとも１種である。
断熱材がベントナイト、シリカ粉末、アルミナ粉末等を含有することにより、ベントナイ
ト、シリカ粉末、アルミナ粉末等の粒子がシリカゾル、アルミナゾル中の粒子と混合され
、シリカゾル、アルミナゾル中の粒子とともに接着材の役割を果たす。そのため、これら
の粒子がしっかりと無機繊維に付着し、無機繊維同士を接着するとともに、得られた断熱
材中に残留し、断熱材の強度を向上させることができる。さらに、それぞれの無機粒子の
機能に応じた特性を断熱材に付与することができる。具体的には、断熱材がベントナイト
を含有することにより、機械的強度が向上する。断熱材が酸化チタンを含有することによ
り、輻射熱を散乱させることができ、高断熱性能が向上する。断熱材がシリカ粉末を含有
することにより、断熱性能が向上する。断熱材がアルミナ粉末を含有することにより、耐
熱性能が向上する。
【００１４】
請求項６に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維１００重量部に対するベントナイトの
添加量は、２～４０重量部である。
無機繊維１００重量部に対するベントナイトの添加量が上記範囲にあるので、ベントナイ
トが接着剤として適切に機能して無機繊維同士を少なくともその一部で接着する。従って
、さらに高い強度を有する断熱材とすることができる。ベントナイトの含有量が、無機繊
維１００重量部に対して２重量部未満であると、接着剤として機能するベントナイトの量
が少ないため、断熱材の強度の増加が充分とならない。一方、ベントナイトの含有量が、
無機繊維１００重量部に対して４０重量部を超えると、スラリー中のベントナイトの量が
多いため、凝集体を作製しようとしても充分に凝集せず、スラリーを脱水する際の濾水性
が低下し、生産性が低下する。
【００１５】
請求項７に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維１００重量部に対する酸化チタンの添
加量は、１０～７０重量部である。
無機繊維１００重量部に対する酸化チタンの添加量が上記範囲にあるので、熱輻射を散乱
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させることができ、断熱材にさらなる高断熱性を付与することができる。酸化チタンの含
有量が、無機繊維１００重量部に対して１０重量部未満であると、熱輻射を散乱させる酸
化チタンの量が少ないため、断熱性の向上が充分でない。一方、酸化チタンの含有量が、
無機繊維１００重量部に対して７０重量部を超えると、スラリー中の酸化チタンの量が多
いため、充分に凝集せず、スラリーを脱水する際の濾水性が低下し、脱水に時間がかかり
、生産性が低下する。
【００１６】
請求項８に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維１００重量部に対する固形分に換算し
たシリカゾルの添加量は、０．５～２０重量部である。
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したシリカゾルの添加量が上記範囲にあるの
で、接着剤として機能する微粒子の量が適切であり、充分な密度、強度を有する断熱材を
製造することができる。固形分に換算したシリカゾルの添加量が、無機繊維１００重量部
に対して０．５重量部未満であると、接着剤として機能する微粒子の量が不足し、断熱材
の強度が低下する。一方、固形分に換算したシリカゾルの添加量が、無機繊維１００重量
部に対して２０重量部を超えると、接着材の役割を果たす微粒子の量が多くなりすぎ、無
機繊維上に偏析しやすくなるため、断熱材の密度が不均一化する。そのため、断熱材の密
度が高い部分では、断熱性能が低下するため、全体として断熱材の断熱性能が低下する。
また、水中に存在する微粒子の量が多くなるため、濾過性が低下し、濾過に時間がかかる
。その結果、生産性が低下する。
【００１７】
請求項９に記載の断熱材の製造方法では、無機繊維１００重量部に対する固形分に換算し
たアルミナゾルの添加量は、０．１～２０重量部である。
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したアルミナゾルの添加量が上記範囲にある
ので、凝集効果を高めることができ、充分な密度、強度を有するとともに、耐熱性に優れ
た断熱材を製造することができる。固形分に換算したアルミナゾルの添加量が、無機繊維
１００重量部に対して０．１重量部未満であると、プラスに帯電した粒子の量が少なくな
るので、無機繊維等を含む液の凝集性が低下する。一方、固形分に換算したシリカゾルの
添加量が、無機繊維１００重量部に対して２０重量部を超えると、プラスに帯電した粒子
の量が多くなりすぎ、やはり無機繊維等を含む液の凝集性が低下する。また、水中に存在
する微粒子の量が多くなるため、濾過性が低下し、濾過に時間がかかるため、生産性が低
下する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の第一実施形態に係る製造方法における各工程を模式的に示す説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明者らは、製紙業の分野の下記する製造方法を参考にして、本発明に係わる窯業の一
分野である断熱材を製造する際に、同様の方法が適用できるかどうかを検討した。
特開平１－９２４９８号公報に開示されている製造方法は、紙料スラリーに、カチオン化
澱粉、ベントナイト及びコロイド状ケイ酸（シリカゾル）を添加し、中性領域で抄紙する
方法である。
【００２０】
また、紙料スラリーに硫酸バンドと高分子量低電化密度高分子とを添加し、抄紙する方法
も開示されている。
【００２１】
国際公開第２００６／０７０８５３号公報に開示されている製造方法は、紙料スラリーに
、カチオン性ラジカル重合性単量体とノニオン性ラジカル重合性単量体と含む共重合体、
及び、カチオン性ラジカル重合性単量体とアニオン性ラジカル重合性単量体とノニオン性
ラジカル重合性単量体とを含む共重合体を添加し、抄紙する方法である。
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【００２２】
上記抄紙の製造方法を参考にして、紙料スラリーの代わりに、シリカアルミナファイバ、
アルミナファイバ、生体溶解性ファイバ、ロックウール等の無機繊維のスラリーを調製し
た後、同様の方法により断熱材を製造することを試みた。
【００２３】
しかしながら、特開平１－９２４９８号公報に記載の方法や上述の硫酸バンドと高分子量
低電化密度高分子とを用いる方法を参考にした場合にも、生体溶解性ファイバ及びロック
ウールは、凝集しにくいため、濾過、脱水等をうまく行うことができず、充分に高い密度
の断熱材を製造するのが難しいという問題があることが判明した。
【００２４】
さらに、国際公開第２００６／０７０８５３号公報に記載の方法を参考にした場合には、
生体溶解性ファイバ及びロックウールは、凝集はするものの、繊維同士の絡みつきが弱く
、濾過、脱水により得られた成形体は強度が低く、断熱材として使用するのは難しいとい
う問題があることが判明した。
【００２５】
本発明の発明者らは、充分な密度、強度を有し、かつ、高温で使用された場合にも、充分
な密度を保つ断熱材の製造方法について鋭意研究を重ねた。そして、本発明の断熱材の製
造方法を完成させた。
【００２６】
（第一実施形態）
以下、本発明の断熱材の製造方法の一実施形態である第一実施形態について説明する。
図１は、本発明の第一実施形態に係る断熱材の製造方法における各工程を示す説明図であ
る。
【００２７】
本発明の第一実施形態に係る断熱材の製造方法では、無機繊維を水中に投入して上記無機
繊維が水中に分散したスラリーとした後、上記スラリーに、無機粒子、シリカゾルの順序
で添加、又は、シリカゾル、無機粒子の順序で添加した後、アルミナゾル、カチオン性凝
集剤、アニオン性凝集剤の順序で添加し、その後、得られた凝集体を型に投入し、脱水成
形する。
【００２８】
図１に示すように、無機繊維を水中に投入して上記無機繊維が水中に分散したスラリーと
する工程を第一工程とし、上記無機繊維が水中に分散したスラリーに無機粒子を添加する
工程を第二工程とし、上記無機繊維及び無機粒子が添加されたスラリーにシリカゾルを添
加する工程を第三工程とし、上記無機繊維、無機粒子及びシリカゾルが添加されたスラリ
ーにアルミナゾルを添加する工程を第四工程とし、上記無機繊維、無機粒子、シリカゾル
及びアルミナゾルが添加されたスラリーにカチオン性凝集剤を添加する工程を第五工程と
し、この後、アニオン性凝集剤を添加する工程を第六工程とする。
【００２９】
まず、第一工程について説明する。
第一工程では、無機繊維を水中に投入して上記無機繊維が水中に分散したスラリーとする
。
無機繊維の投入量は、水１０００重量部に対して３～５０重量部が好ましい。
無機繊維の投入量が３重量部未満では、無機繊維の投入量が少なすぎるため、生産性が低
下し、一方、無機繊維の投入量が５０重量部を超えると、水に対する無機繊維の量が多く
なりすぎるので、攪拌等により投入したカチオン性凝集剤等の添加物質を均一に攪拌する
のが難しくなる。
無機繊維を投入した後、第二工程で無機粒子を添加するまでの攪拌時間は、３０秒～５分
が好ましい。攪拌時間が３０秒未満の場合には、無機繊維が水中で均一に分散せず、良好
な凝集を行うことができない。一方、攪拌時間が５分を超えても、攪拌による無機繊維の
均一分散効果は上がらず、経済的でない。
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【００３０】
本実施形態の断熱材の製造方法で用いられる無機繊維としては、例えば、生体溶解性ファ
イバ、ロックウール、アルミナファイバ、シリカ－アルミナファイバ、シリカアルミナジ
ルコニアファイバ等が挙げられる。これらの無機繊維のなかで、本発明の実施形態では、
特に、生体溶解性ファイバ又はロックウールに有効に使用することができる。
【００３１】
本実施形態の断熱材の製造方法で用いられる無機繊維の平均繊維径の下限は、１μｍが望
ましい。一方、上記無機繊維の平均繊維径の上限は、１０μｍが望ましい。上記無機繊維
の平均繊維径は、２～８μｍがより望ましい。
平均繊維径が１μｍ未満の場合、そのような無機繊維を製造するのが難しい。一方、平均
繊維径が１０μｍを超えると、無機繊維が脆くなり、形成した断熱材の強度がでにくくな
る。
【００３２】
上記生体溶解性ファイバとは、生理食塩水に対して溶解する性質を有する繊維をいう。本
実施形態の断熱材の製造方法に用いられる無機繊維は、３７℃における生理食塩水に対す
る溶解度が３００ｐｐｍ（０．０３重量％）以上であることが望ましい。３００ｐｐｍ（
０．０３重量％）以上の溶解度を有する無機繊維は、生理条件下で速やかに溶解するので
、無機繊維が生体内に取り込まれた際の危険性を低くすることができるからである。
【００３３】
上記生体溶解性ファイバは、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、及び、ホウ
素化合物からなる群より選択される少なくとも１種を含むことが好ましく、アルカリ金属
化合物又はアルカリ土類金属化合物を含むことがより好ましい。
【００３４】
上記アルカリ金属化合物としては、例えば、ナトリウム、カリウムの酸化物又は塩が挙げ
られ、上記アルカリ土類金属化合物としては、マグネシウム、カルシウム、バリウムの酸
化物や塩が挙げられる。上記ホウ素化合物としては、ホウ素の酸化物又は塩が挙げられる
。無機繊維の材料として用いられるシリカ、アルミナ、シリカアルミナ、ガラス等に、ナ
トリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、バリウム、ホウ素の酸化物や塩を含ま
せて得られる繊維は、生体溶解性とすることができる。
本実施形態の生体溶解性ファイバは、少なくとも酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を１５～３
０重量％含むか、又は、少なくとも酸化カルシウム（ＣａＯ）を１５～３５重量％含むも
のが好ましい。
【００３５】
本実施形態の断熱材の製造方法で用いられる生体溶解性ファイバは、上記無機化合物の他
にシリカを６０～８５重量％含むことが望ましく、７０～８０重量％含むことがより望ま
しい。無機繊維中のシリカの含有量が６０重量％未満であると、無機繊維の強度が弱くな
り易い。一方、無機繊維中のシリカの含有量が８５重量％を超えると、無機繊維中の無機
化合物の含有量が少なくなるため、生体溶解性が低下し易くなる。
生体溶解性ファイバとしては、例えば、ニチアス株式会社製のＦＦ－Ｅ、ＢＩＯＯＬ、新
日本サーマルセラミックス株式会社製のＳＷ６０７、ＳＷ６０７ＨＴ、イソライト工業株
式会社製のＩｓｏｆｒａｘ、Ｉｎｓｕｌｆｒａｘ等が挙げられる。
【００３６】
ロックウールとは、一般に、高炉スラグ又は玄武岩、その他の天然岩石などを主原料とし
て、キュポラ又は電気炉で１５００～１６００℃の高温で溶融するか、又は、高炉から出
たのち、同程度の高温に保温した溶融スラグを炉底から流出させ、遠心力などで吹き飛ば
して繊維状にした人造鉱物繊維をいう。
【００３７】
本実施形態に係る断熱材の製造方法では、シリカ（ＳｉＯ２）を３０～５０重量％、アル
ミナ（Ａｌ２Ｏ３）を１０～２０重量％、酸化カルシウム（ＣａＯ）を２５～４５重量％
、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を３～１０重量％含むロックウールを用いることが望まし
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い。
ロックウールとしては、太平洋マテリアル株式会社製の太平洋ミネラルファイバ等が挙げ
られる。
【００３８】
本実施形態に係る断熱材の製造方法で用いられるシリカ－アルミナファイバは、アルミナ
／シリカの組成比が、４０／６０～７０／３０であることが好ましい。シリカ－アルミナ
ファイバは、シリカとアルミナの混合物を高温で溶融し、スピニング法又はブローイング
法により繊維化することにより製造することができる。
シリカ－アルミナファイバ中のアルミナの含有量が４０重量％未満では、耐熱性に優れた
アルミナの量が少なくなるため、断熱材の耐熱性が低下する。一方、シリカ－アルミナフ
ァイバ中のアルミナの含有量が７０重量％を超えると、溶融温度が高くなるため、上記ス
ピニング法又はブローイング法により製造するのが難しくなる。なお、シリカ－アルミナ
ファイバにおいて、アルミナの含有量が７０重量％を超え、シリカの含有量が３０重量％
未満のものは、通常、アルミナファイバという。本発明でも、アルミナの含有量が７０重
量％を超え、シリカの含有量が３０重量％未満のものをアルミナファイバということとす
る。
【００３９】
本実施形態に係る断熱材の製造方法で用いられるシリカアルミナジルコニアファイバは、
シリカ／アルミナ／ジルコニアの組成比が、４５～５５／２５～３５／１０～２０のファ
イバであることが好ましい。
シリカアルミナ繊維にジルコニアを添加することにより、さらに耐熱性が向上する。ジル
コニアの組成比が１０重量％未満では、ムライトが析出して、耐熱性が劣る。一方、ジル
コニアの組成比が２０重量％を超えると、繊維中におけるジルコニア結晶の析出量が多く
なり、繊維が脆くなる。
【００４０】
次に、第二工程について説明する。
第二工程では、無機繊維が水中に分散したスラリーに無機粒子を添加し、攪拌する。
【００４１】
無機粒子としては、特に限定されるものではないが、例えば、ベントナイト、酸化チタン
、シリカ粉末及びアルミナ粉末からなる群のうち少なくとも１種が挙げられる。
【００４２】
ベントナイトは、モンモリロナイトを主成分としたコロイド質の粘土であり、水分を含む
と膨潤するという特性を有する。このため、ベントナイトは、カチオン性ポリマーと無機
繊維と含むスラリーに添加されることにより、水溶性無機バインダとほぼ同様の状態とな
り、スラリー中に分散した微粒子が凝集して無機繊維に付着する。得られた断熱材に、ベ
ントナイトが含まれていると、水溶性無機バンダーを構成する微粒子とともに無機繊維同
士をその一部で接着する接着剤としての役割を果たす。従って、ベントナイトを含む断熱
材は、機械的強度が向上する。
【００４３】
酸化チタンは、熱輻射を散乱させる機能を有するので、断熱材中に酸価チタンが含まれる
と輻射熱が散乱され、断熱性能が向上する。
シリカ粉末は、シリカゾル又はアルミナゾル等とともに断熱材に含まれることにより、断
熱材中の気泡が小さくなる。そのため、断熱材が多数の気泡に分割された状態となり、熱
の伝導が阻害されるため、断熱材の断熱性能が向上する。
アルミナは耐熱性に優れているので、アルミナ粉末を含む断熱材は、耐熱性能が向上する
。
【００４４】
無機繊維１００重量部に対するベントナイトの添加量は、２～４０重量部が好ましく、５
～２０重量部がより好ましい。
無機繊維１００重量部に対するベントナイトの添加量が上記範囲にあるので、ベントナイ
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トが接着剤として適切に機能して無機繊維同士を少なくともその一部で接着する。従って
、さらに高い強度を有する断熱材とすることができる。ベントナイトの含有量が、無機繊
維１００重量部に対して２重量部未満であると、接着剤として機能するベントナイトの量
が少ないため、断熱材の強度が向上しない。一方、ベントナイトの含有量が、無機繊維１
００重量部に対して４０重量部を超えると、スラリー中のベントナイトの量が多いため、
充分に凝集せず、スラリーを脱水する際の濾水性が低下し、生産性が低下する。
【００４５】
無機繊維１００重量部に対する酸化チタンの添加量は、１０～７０重量部が好ましい。
無機繊維１００重量部に対する酸化チタンの添加量が上記範囲であると、熱輻射を散乱さ
せることができ、断熱材にさらなる高断熱性を付与することができる。酸化チタンの含有
量が、無機繊維１００重量部に対して１０重量部未満であると、熱輻射を散乱させる酸化
チタンの量が少ないため、断熱性が向上しない。一方、酸化チタンの含有量が、無機繊維
１００重量部に対して７０重量部を超えると、スラリー中の酸化チタンの量が多いため、
充分に凝集せず、スラリーを脱水する際の濾水性が低下し、脱水に時間がかかり、生産性
が低下する。
【００４６】
無機粒子を投入した後、第三工程でシリカゾルを添加するまでの攪拌時間は、３０秒～５
分が好ましい。攪拌時間が３０秒未満の場合には、無機粒子が水中で均一に分散せず、良
好な凝集を行うことができない。一方、攪拌時間が５分を超えても、攪拌による無機粒子
の均一分散効果は上がらず、経済的でない。
無機粒子添加工程により添加された無機粒子は、スラリーの凝集性に大きな影響を与える
ことはなく、添加されると、一旦液中に分散するが、後で投入するアルミナゾルにより無
機繊維のマイナス電荷が中和されるため、アルミナゾル中の微粒子とともに凝集し、無機
繊維に付着する。
【００４７】
次に、第三工程について説明する。
第三工程では、無機繊維及び無機粒子が添加されたスラリーにシリカゾルを添加し、攪拌
する。
【００４８】
シリカゾルは、無機繊維同士を接着させるために添加するものであり、水溶液中のコロイ
ド状シリカの微粒子が断熱材を構成する無機繊維に付着することにより、無機繊維の接着
剤の役割を果たし、無機繊維同士がその一部で接着し、これにより所定の形状が維持され
る。
シリカゾルを添加した後、第三工程でアルミナゾルを添加するまでの攪拌時間は、３０秒
～５分が好ましい。攪拌時間が３０秒未満の場合には、シリカゾルが水中で均一に分散せ
ず、良好な凝集を行うことができない。一方、攪拌時間が５分を超えても、攪拌によるシ
リカゾルの均一分散効果は上がらず、経済的でない。
【００４９】
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したシリカゾルの添加量は、０．５～２０重
量部である。
シリカゾル中の微粒子（コロイド状シリカ）は、断熱材を構成する無機繊維に付着するこ
とにより、接着剤の役割を果たし、無機繊維同士がそのその一部で接着し、これにより断
熱材が所定の形状を維持し、強度を保つことができる。
【００５０】
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したシリカゾルの添加量が上記範囲であると
、接着剤として適切に機能し、充分な密度、強度を有する断熱材とすることができる。固
形分に換算したシリカゾルの添加量が、無機繊維１００重量部に対して０．５重量部未満
であると、接着剤として機能する微粒子の量が不足し、断熱材の強度が低下する。一方、
固形分に換算したシリカゾルの添加量が、無機繊維１００重量部に対して２０重量部を超
えると、接着材の役割を果たす微粒子の量が多くなりすぎ、無機繊維上に偏析しやすくな
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る。そのため、断熱材の密度が不均一化する。その結果、断熱材の密度が高い部分では、
断熱性能が低下するため、全体として断熱材の断熱性能が低下する。
本実施形態では、第二工程と第三工程とが逆になってもよい。すなわち、第二工程でシリ
カゾルを添加し、第三工程で無機粒子を添加してもよい。
【００５１】
次に、第四工程について説明する。
第四工程では、無機繊維、無機粒子及びシリカゾルが添加されたスラリーにアルミナゾル
を添加する。
ベントナイト、酸化チタン、シリカ粉末等からなる無機粒子、シリカゾル中の微粒子は、
マイナスに帯電し易く、アルミナゾル中の粒子はプラスに帯電し易いため、水中に漂う無
機粒子及びシリカゾル中の微粒子とアルミナゾル中の微粒子とが互いに近づいて集団とな
り、ほぼ電荷を失う。
【００５２】
アルミナゾル中の微粒子（コロイド状アルミナ）も、断熱材を構成する無機繊維に付着す
ることにより、接着剤の役割を果たし、無機繊維同士がその一部で接着し、これにより断
熱材が所定の形状を維持し、強度を保つことができる。また、アルミナは、耐熱性を有す
るため、断熱材の耐熱性も向上する。
アルミナゾルを添加した後、第五工程でカチオン凝集剤を添加するまでの攪拌時間は、３
０秒～５分が好ましい。攪拌時間が３０秒未満の場合には、アルミナゾルが水中で均一に
分散せず、良好な凝集を行うことができない。一方、攪拌時間が５分を超えても、攪拌に
よるアルミナゾルの均一分散効果は上がらず、経済的でない。
【００５３】
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したアルミナゾルの添加量は、０．１～２０
重量部である。
無機繊維１００重量部に対する固形分に換算したアルミナゾルの添加量が上記範囲である
と、接着剤として適切に機能し、充分な密度、強度を有するとともに、耐熱性に優れた断
熱材とすることができる。固形分に換算したアルミナゾルの添加量が、無機繊維１００重
量部に対して０．１重量部未満であると、接着剤として機能する微粒子の量が不足し、断
熱材の強度が低下する。一方、固形分に換算したアルミナゾルの添加量が、無機繊維１０
０重量部に対して２０重量部を超えると、接着材の役割を果たす微粒子の量が多くなりす
ぎ、無機繊維上に偏析しやすくなる。そのため、断熱材の密度が不均一化する。その結果
、断熱材の密度が高い部分では、断熱性能が低下するため、全体として断熱材の断熱性能
が低下する。
【００５４】
次に、第五工程について説明する。
第五工程では、無機繊維、無機粒子、シリカゾル及びアルミナゾルが添加されたスラリー
にカチオン性凝集剤を添加する。
カチオン性凝集剤を添加すると、カチオン凝集剤は、マイナスに帯電している無機繊維に
絡みつくが、無機粒子及びシリカゾル中の微粒子とアルミナゾル中の微粒子とからなる集
団は、ほぼ電荷を失っているので、カチオン性凝集剤とともに無機繊維に付着し易く、無
機繊維、無機粒子、シリカゾル中の微粒子、アルミナゾル中の微粒子及びカチオン性凝集
剤を含むフロックが形成される。
カチオン性凝集剤を添加した後、第六工程でアニオン凝集剤を添加するまでの攪拌時間は
、３０秒～５分が好ましい。攪拌時間が３０秒未満の場合には、カチオン性凝集剤が水中
で均一に分散せず、良好な凝集を行うことができない。一方、攪拌時間が５分を超えても
、攪拌によるカチオン性凝集剤の均一分散効果は上がらず、経済的でない。
【００５５】
無機繊維１００重量部に対するカチオン性凝集剤の添加量は、特に限定されるものではな
いが、０．５～１０重量部が好ましく、１～２重量部がより好ましい。
無機繊維１００重量部に対するカチオン性凝集剤の添加量が０．５重量部未満では、カチ
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オン性凝集剤の量が少ないため、無機繊維、無機粒子、シリカゾル及びアルミナゾル中の
微粒子並びにカチオン性凝集剤を含むフロックを形成するのが難しくなる。一方、無機繊
維１００重量部に対するカチオン性凝集剤の添加量が１０重量部を超えても、フロックを
形成する効果は余り変わらず、得られた断熱材中に有機分の多くなりすぎ、断熱材として
使用した際に、有機分の分解等が発生するため、強度低下につながり易くなる。
【００５６】
カチオン性凝集剤は、特に限定されるものではないが、例えば、カチオン性アクリルアミ
ド、カチオン化澱粉、カチオン化変性アクリル系共重合体等が挙げられる。
【００５７】
カチオン性凝集剤の具体例としては、敷島スターチ製のマーメイド３５０（カチオン化澱
粉）、アライドコロイド社製のパーコール（カチオン性アクリルアミド）、荒川化学工業
社製のポリストロン７０５（カチオン性アクリルアミド）、ポリストロンアラフィックス
ＤＣ－Ｒ（カチオン性アクリルアミド）、明成化学工業社製のファイレックスＲＣ－１０
４（カチオン変性アクリル系共重合体）等が挙げられる。
【００５８】
次に、第六工程について説明する。
第六工程では、無機繊維、無機粒子、シリカゾル、アルミナゾル及びカチオン性凝集剤が
添加されたスラリーにアニオン性凝集剤を添加する。
アニオン性凝集剤を添加することにより、上記した無機繊維、無機粒子、シリカゾル中の
微粒子、アルミナゾル中の微粒子及びカチオン性凝集剤を含むフロック同士が繋がり、大
きな凝集体となる。従って、この凝集体の濾過、脱水等を行うことにより、充分な密度、
強度を有し、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を有する断熱材とすることがで
きる。
第六工程において濾過を行うまでの攪拌時間は、３０秒～５分が好ましい。攪拌時間が３
０秒未満の場合には、アニオン性凝集剤が水中で均一に分散せず、良好な凝集を行うこと
ができない。一方、攪拌時間が５分を超えても、攪拌によるアニオン性凝集剤の均一分散
効果は上がらず、経済的でない。
【００５９】
アニオン性凝集剤としては、例えば、アニオン性ポリアクリルアミド、アクリル系共重合
体等が挙げられる。
アニオン性凝集剤の具体例としては、例えば、荒川化学工業社製のポリストロン１１７（
アニオン性ポリアクリルアミド）、星光ＰＭＣ社製のポリアクロン（アニオン性ポリアク
リルアミド）、明成化学工業社製のファイレックスＭ（アクリル系共重合体）等が挙げら
れる。
【００６０】
無機繊維１００重量部に対するアニオン性凝集剤の添加量は、特に限定されるものではな
いが、０．１～１０重量部が好ましく、０．１～２．０重量部がより好ましい。
無機繊維１００重量部に対するアニオン性凝集剤の添加量が０．１重量部未満では、アニ
オン性凝集剤の量が少ないため、無機繊維、カチオン性ポリマー、水溶性無機バインダー
構成する微粒子及びカチオン凝集剤を含むフロックを充分に凝集させ、凝集体とするのが
難しくなる。一方、無機繊維１００重量部に対するアニオン性凝集剤の添加量が１０重量
部を超えても、フロックを形成する効果は余り変わらず、得られた断熱材中に有機分の多
くなりすぎ、断熱材として使用した際に、有機分の分解等が発生するため、強度低下につ
ながる。
【００６１】
このようにして、無機繊維、無機粒子、シリカゾル、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及
びアニオン性凝集剤を含む凝集体が形成されたスラリーを、型に流し込み、吸引濾過する
ことにより、少量の水分を含む所定形状の成形断熱材が形成される。
この後、成形断熱材中の水分を除去するために乾燥させ、この後、所定の形状に加工する
ことにより、断熱材を製造することができる。
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【００６２】
得られた断熱材は、無機繊維、無機粒子、シリカゾル及びアルミナゾル中の微粒子、カチ
オン性凝集剤並びにアニオン性凝集剤を含む充分に凝集した凝集体を吸引濾過しているた
め、充分な密度を有し、無機繊維同士が少なくともその一部で水溶性無機バインダー構成
する微粒子を介してしっかりと接着され、断熱材として要求される強度及び密度を備えた
断熱材を製造することができる。
【００６３】
本発明の断熱材の密度は、０．２～０．５ｇ／ｃｍ２が好ましく、その強度は、０．２～
３ＭＰａが好ましく、熱伝導率は、０．０８～１５Ｗ／ｍ・Ｋ（６００℃）が好ましい。
なお、熱伝導率は、熱線法により求めたものである。熱線法とは、以下のような原理に基
づいている。すなわち、無限円筒とみなせる形状で均質な試料の中心に細いヒータ線を直
線状に張り、ヒータ線に一定電力(熱量)を与え続けると、ヒータ温度が指数関数的に上昇
する。時間軸を対数目盛りに取ると昇温カーブは直線状になり、この傾きから熱伝導率を
求めることできるというものある。具体的には、京都電子工業株式会社製のＱＴＭ－５８
０を用いて熱線法により熱伝導率を求めている。
【００６４】
以下、本実施形態の断熱材の製造方法の効果について列挙する。
（１）本実施形態の断熱材の製造方法においては、最初に無機繊維を水中に投入する。こ
のとき、シリカを含む無機繊維は、水中で開繊した状態となっている。シリカの一部は、
ＳｉＯＨの状態で存在するが、このＳｉＯＨは、水中でＳｉＯ－となるため、無機繊維は
、水中でマイナスに帯電すると考えられる。この無機繊維を含むスラリーに、無機粒子、
シリカゾル、アルミナゾルの順序で添加する。これらのなかで、ベントナイト、酸化チタ
ン、シリカ粉末等からなる無機粒子、シリカゾル中の微粒子は、マイナスに帯電し易く、
アルミナゾル中の粒子はプラスに帯電し易いため、水中に漂う無機粒子及びシリカゾル中
の微粒子とアルミナゾル中の微粒子とが互いに近づいて集団となり、ほぼ電荷を失う。こ
の後、カチオン性凝集剤を添加すると、カチオン凝集剤は、マイナスに帯電している無機
繊維に絡みつく。しかし、無機粒子及びシリカゾル中の微粒子とアルミナゾル中の微粒子
とからなる集団は、ほぼ電荷を失っているので、カチオン性凝集剤とともに無機繊維に付
着し易く、無機繊維、無機粒子、シリカゾル中の微粒子、アルミナゾル中の微粒子及びカ
チオン性凝集剤を含むフロックが形成される。続いて、アニオン性凝集剤を添加すること
により、上記した無機繊維、無機粒子、シリカゾル中の微粒子、アルミナゾル中の微粒子
及びカチオン性凝集剤を含むフロック同士が繋がり、大きな凝集体となる。従って、この
凝集体の濾過、脱水等を行うことにより、充分な密度、強度を有し、かつ、高温で使用さ
れた場合にも充分な強度を有する断熱材を製造することができる。なお、水中に分散した
無機繊維にほぼ帯電が無い場合、カチオン性凝集剤及びアニオン性凝集剤の添加により、
これらの凝集剤に付着する状態で凝集し、同様に大きな凝集体となる。また、無機繊維を
含む凝集体が充分に凝集しているので、短時間で脱水成形を行うことができ、効率的に断
熱材を製造することができる。
【００６５】
（２）本実施形態の断熱材の製造方法では、生体溶解性ファイバを含む断熱材を製造する
ことができる。断熱材中の生体溶解性ファイバは、生理食塩水に対して溶解する性質を有
し、人間の体内に取り込まれたとしても溶解し、体外に排出されることになる。そのため
、生体溶解性ファイバを用いた断熱材は、人体に対する安全性に優れるという優れた特徴
を有している。
【００６６】
（３）本実施形態の断熱材の製造方法では、無機粒子を含むスラリーに無機粒子、シリカ
ゾルを添加した後、プラスに帯電し易いアルミナゾルを添加するので、水中に漂うマイナ
スに帯電した無機粒子及びシリカゾル中の微粒子とプラスに帯電したアルミナゾル中の微
粒子とが互いに近づいて集団となり、ほぼ電荷を失う。従って、従来と比べ、後の工程で
、無機繊維や水溶性無機バインダーを含む凝集体を形成しやすい。その結果、生体溶解性
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ファイバのみでなく、ロックウールを用いた断熱材を製造することができ、さらに従来か
ら用いられているアルミナファイバ、シリカ－アルミナファイバ、及び、シリカアルミナ
ジルコニアファイバを用いた断熱材も製造することができる。
【実施例】
【００６７】
以下、本発明の第一実施形態をより具体的に開示した実施例を示すが、本発明はこれらの
実施例のみに限定されるものではない。
【００６８】
（実施例１）
まず、槽に９９００重量部の水を張り、上記工程で調製した希釈水を添加し、攪拌した後
、生体溶解性ファイバ（ニチアス株式会社製　ＢＩＯＯＬ、ＳｉＯ２：７３重量％、Ｃａ
Ｏ：２５重量％、Ａｌ２Ｏ３：２重量％、ＭｇＯ：１重量％未満、平均繊維径：４．０μ
ｍ）１００重量部を添加し、１分間よく攪拌した。
【００６９】
次に、ベントナイト（水澤化学工業社製のエードプラス）を２０重量部加え、１分間よく
攪拌した。
【００７０】
次に、シリカゾル（日産化学工業社製のスノーテックス３０（ＳｉＯ２濃度：３０重量％
））を１６．７重量部（固形分換算で５重量部）加え、再び、１分間よく攪拌した。
【００７１】
次に、アルミナゾル（日産化学工業社製のアルミナゾル２００（Ａｌ２Ｏ３濃度：１０重
量％））を５重量部（固形分換算で０．５重量部）加え、再び、１分間よく攪拌した。
【００７２】
次に、カチオン性凝集剤（荒川化学工業社製のポリストロン７０５）を５重量部（固形分
換算で０．５重量部）加え、１分間攪拌した後、アニオン性凝集剤（明成化学工業社製の
ファイレックスＭ）を３重量部（固形分換算で０．３重量部）加え、１分間攪拌し、その
後１０分間放置し、凝集体を作製した。
【００７３】
続いて、形成された凝集体を含むスラリーを脱水用の型に流し込み、脱水成形を行うこと
により水分を含む成形断熱体を作製した。
この後、水分を含む成形断熱体を１０５℃で乾燥させた後、切削加工を行い断熱材を製造
した。添加したカチオン化澱粉等の添加物質の重量（重量部）を表１に示す。
【００７４】
また、凝集体を作製した際のスラリーの上澄み液を採取し、上澄み液の透明度を測定して
、スラリーの凝集性を評価した。
上澄み液の透明度の測定は、以下のように上澄み液の吸光度を求めることにより行った。
すなわち、まず、脱イオン水を用い、光路長１０ｍｍのセルに入れ、６５０ｎｍの光を当
てて透過した光の強度Ｉ０を測定し、それをベースラインとした。
次に、スラリーの上澄み液を光路長１０ｍｍのセルに入れ、同様に６５０ｎｍの光を当て
て透過した光の強度Ｉを測定し、吸光度を求めた。
このときの吸光度Ａλは、下記の（１）式で表される。スラリーの上澄み液の吸光度の測
定結果を表２に示す。
Ａλ＝－ｌｏｇ１０Ｉ／Ｉ０・・・（１）
【００７５】
（実施例２～３）
無機繊維、無機粒子、シリカゾル、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニオン性凝集
剤の量を変えた他は、実施例１と同様にして、無機粒子、シリカゾル、アルミナゾル、カ
チオン性凝集剤及びアニオン性凝集剤を使用して、水中に投入した無機繊維を凝集させ、
脱水成形することにより断熱材を製造した。
実施例１～３では、アルミナゾルの添加量を０．５重量部～１０重量部の範囲で変化させ
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また、実施例１と同様に、スラリーの上澄み液の吸光度を求めることによりスラリーの凝
集性を評価した。添加した無機粒子等の添加物質の重量（重量部）を表１に示し、スラリ
ーの上澄み液の吸光度の測定結果を表２に示す。
【００７６】
（比較例１～３）
比較例１でアルミナゾルの添加量を０重量部とし、比較例２でカチオン性凝集剤の添加量
を０重量部とし、比較例３でアニオン性凝集剤の添加量を０重量部としたほかは、実施例
１と同様にして、添加物質を水中に添加し、水中に投入した無機繊維を凝集させ、脱水成
形することにより断熱材を製造した。
また、実施例１と同様に、スラリーの上澄み液の吸光度を求めることによりスラリーの凝
集性を評価した。添加した無機粒子等の添加物質の重量（重量部）を表１に示し、スラリ
ーの上澄み液の吸光度の測定結果を表２に示す。なお、比較例１では、アルミナゾルの添
加量を０とし、比較例２では、カチオン性凝集剤の添加量を０とし、比較例３では、アニ
オン性凝集剤の添加量を０としている。
【００７７】
（凝集体の脱水試験による凝集性の評価）
実施例１～３及び比較例１～３における凝集性の評価を凝集体の脱水試験を行うことによ
り行った。
具体的には、工業用水２００ｍｌをビーカーに入れ、無機繊維（生体溶解性ファイバ）を
２ｇ用いたほかは実施例１～３及び比較例１～３と同様の条件で、シリカゾル、カチオン
性凝集剤等の添加物質を添加し、攪拌を行い、凝集体を形成した後、１０分間攪拌して凝
集の弱いフロックを破壊させた。この状態のスラリーを溶液１とする。
【００７８】
アスピレーターの吸引口に濾紙を張り、溶液１を投入した。投入開始を０秒とし、フロッ
クが濾紙上に残り、完全に水を抜け切るまで吸引を続けた。完全に水が抜けて、空気を吸
引する音になった時点で、吸引終了とした。吸引中の時間（投入開始から空気を吸引する
音になるまでの時間）を、脱水時間として記録した。脱水時間の測定結果を表２に示す。
【００７９】
（断熱材の評価）
（１）断熱材の密度
実施例２及び比較例１で得られた断熱材の体積と重さから断熱材の密度を計算した。その
結果を表２に示す。
【００８０】
（２）断熱材の曲げ強度の測定
実施例２及び比較例１で得られた断熱材の曲げ強度を以下の方法により測定した。
まず、得られた断熱材を、帯のこにより厚み２５ｍｍ、幅５０ｍｍ、長さ２００ｍｍにカ
ットし、曲げ強度測定用のサンプルとした。
次に、インストロン５５６７の測定機を用い、クロスヘッドスピード：１０ｍｍ／ｍｉｎ
、スパン：１５０ｍｍ、３点曲げにより、曲げ強度試験を行い、断熱材が折れるまでの最
大荷重（Ｎ）を測定した。
曲げ強度は下記（２）式で計算する。
曲げ強度（ＭＰａ）＝３ＷＬ／２ｂ×ｈ２・・・（２）
ただし、Ｗは、最大荷重（Ｎ）であり、Ｌは、スパン幅（１５０ｍｍ）であり、ｂは、サ
ンプルの幅（５０ｍｍ）であり、ｈは、サンプルの厚さ（２５ｍｍ）である。
その結果を表２に示す。
【００８１】
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【表１】

【００８２】
【表２】

【００８３】
表１及び表２から明らかなように、実施例１～３の場合には、水中に投入した無機繊維に
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対し、ベントナイト、シリカゾル、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニオン性凝集
剤を所定の量、上記した順序で添加したので、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニ
オン性凝集剤のいずれかを添加していない比較例１～３のそれぞれの上澄み液の吸光度０
．０６６、０．０５９、０．３６６と比べて、実施例１～３のそれぞれの上澄み液の吸光
度は、０．０２１、０．０３４、０．０３１と低く、上澄み液が透明となっている。上澄
み液が透明になっているので、実施例１～３の場合、良好に凝集しているということがわ
かる。それに伴って脱水時間も比較例１～３の５２秒、５５秒、５分以上と比べて、実施
例１～３の脱水時間は、それぞれ３５秒、２５秒、２７秒と短く、効率よく脱水作業を行
うことができることがわかる。また、実施例２の断熱材の密度は０．２８ｇ／ｃｍ３と、
比較例１の断熱材の密度０．２１ｇ／ｃｍ３と比べて高く、実施例２の曲げ強度は、０．
２７ＭＰａと比較例１の曲げ強度０．１０ＭＰａに比べて高くなっている。そのことから
、実施例１～３の場合には、比較例１～３の場合と比べて、得られた断熱材の密度が高く
、強度も高くなっていると考えられる。
【００８４】
（実施例４～６及び比較例４）
生体溶解性ファイバとして、ロックウール（太平洋マテリアル株式会社製　太平洋ミネラ
ルファイバ、ＳｉＯ２：４２．３重量％、ＣａＯ：３５．５重量％、Ａｌ２Ｏ３：１５．
５重量％、ＭｇＯ６．４重量％、Ｆｅ２Ｏ３：０．６重量％、平均繊維径：５．０μｍ）
１００重量部を用い、無機粒子として、ベントナイトを酸化チタン（キンセイマティック
社製のルチルフラワーＳ）に代え、シリカゾル、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びア
ニオン性凝集剤の重量を変えた他は、実施例１と同様にして、断熱材を製造し、スラリー
の凝集性を評価した。添加した無機粒子等の添加物質の重量（重量部）を表３に示す。
なお、実施例４～６は、酸化チタンの添加量がそれぞれ１０重量部、４０重量部、７０重
量部と異なり、比較例４は、酸化チタンの含有量は、実施例５と同じであるが、アルミナ
ゾルが添加されていない。
【００８５】
また、実施例１の場合と同様に、凝集体を作製した際のスラリーの上澄み液を採取し、上
澄み液の透明度を測定して、スラリーの凝集性を評価した。上澄み液の吸光度の測定結果
を表４に示す。
【００８６】
さらに、実施例１の場合と同様に、凝集体の脱水試験による凝集性の評価も行った。脱水
時間の測定結果を表４に示す。さらに、実施例５で得られた断熱材及び比較例４で得られ
た断熱材につき、実施例２と同様に密度と曲げ強度とを測定した。
【００８７】



(17) JP 2012-140311 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

【表３】

【００８８】
【表４】

【００８９】
表３及び表４から明らかなように、実施例４～６の場合には、酸化チタン、シリカゾル、
アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニオン性凝集剤を所定の量、上記した順序で添加
したので、アルミナゾルを添加していない比較例４の上澄み液の吸光度０．０８５と比べ
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て、実施例４～６の上澄み液の吸光度は０．０１９、０．０２１、０．０２７と低く、上
澄み液が透明となっている。そのことから、実施例４～６では、凝集体が良好に凝集して
いるということができる。
それに伴って脱水時間も比較例４の４５秒と比べて、実施例４～６の脱水時間は、それぞ
れ２０秒、２０秒、２５秒と短く、効率よく脱水作業を行うことができることがわかる。
また、実施例５の密度は、０．３２ｇ／ｃｍ３と比較例４の密度０．３０ｇ／ｃｍ３と比
べて高く、実施例５の曲げ強度は、０．０４６ＭＰａと比較例４の曲げ強度０．０１７Ｍ
Ｐａに比べて高くなっている。そのことから、実施例４～６の場合には、比較例４の場合
と比べて、得られた断熱材の密度が高く、強度も高くなっていると考えられる。
【００９０】
（実施例７～９及び比較例５）
無機繊維として実施例１に使用した生体溶解性を使用し、無機粒子として酸化チタンに代
えてベントナイトを使用し、シリカゾル、アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニオン
性凝集剤の重量を変えた他は、実施例１と同様にして、断熱材を製造し、スラリーの凝集
性を評価した。添加した無機粒子等の添加物質の重量（重量部）を表５に示す。
なお、実施例７～９は、ベントナイトの添加量がそれぞれ２重量部、２０重量部、４０重
量部と異なる。比較例５は、ベントナイトの量が実施例８と同じであるが、アルミナゾル
が添加されていない。
【００９１】
また、実施例１と同様に、スラリーの上澄み液の吸光度を求めることによりスラリーの凝
集性を評価した。スラリーの上澄み液の吸光度の測定結果を表６に示す。
【００９２】
さらに、実施例１の場合と同様に、凝集体の脱水試験による凝集性の評価も行った。脱水
時間の測定結果を表６に示す。
【００９３】
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【表５】

【００９４】
【表６】

【００９５】
表５及び表６から明らかなように、実施例７～９の場合には、酸化チタン、シリカゾル、
アルミナゾル、カチオン性凝集剤及びアニオン性凝集剤を所定の量、上記した順序で添加
したので、アルミナゾルを添加していない比較例５の上澄み液の吸光度０．１００と比べ
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て、実施例７～９の上澄み液の吸光度は、０．０２６、０．０３０、０．０３３と低く、
上澄み液が透明となっている。そのことから、実施例７～９では、凝集体が良好に凝集し
ているということができる。それに伴って脱水時間も比較例５の５０秒と比べて、実施例
７～９の脱水時間は、それぞれ３０秒、２２秒、１８秒と短く、効率よく脱水作業を行う
ことができることがわかる。
【００９６】
以上、表１～表６から明らかなように、本発明の断熱材の製造方法により、短時間で無機
繊維（及び無機粒子）を含む混合物を迅速に凝集させることができ、その後、凝集体を型
に投入し、脱水成形することより、生産性よく、断熱材を製造することができることがわ
かる。
【００９７】
（その他の実施形態）
本発明の断熱材の製造方法において、吸引濾過による成形時の成形性を向上させるために
、スラリーに有機バインダーを添加してもよい。有機バインダーとしては特に限定されず
、例えば、アクリル系樹脂、アクリルゴム等のゴム、カルボキシメチルセルロース、ポリ
ビニルアルコール等の水溶性有機重合体、スチレン樹脂等の熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂
等の熱硬化性樹脂等が挙げられる。これらの中では、アクリルゴム、アクリロニトリル－
ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴムが好ましい。
【００９８】
本発明の断熱材の製造方法により製造された断熱材は、上記のように、充分な密度、強度
を有し、かつ、高温で使用された場合にも充分な強度を保つので、工業炉、ヒータ等の用
途に好適に用いることができる。
特に無機繊維として、生体溶解性ファイバ又はロックウールを使用した場合、極めて効率
よく、断熱材を製造することができる。なお、無機繊維として、アルミナファイバ、シリ
カ－アルミナファイバ、又は、シリカアルミナジルコニアファイバを用いても同様の結果
が得られると考えられる。



(21) JP 2012-140311 A 2012.7.26

【図１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

